
会計年度 ： H29

団体区分 ： 一般会計等

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 46,215,927 ※ 固定負債 16,689,479 ※

有形固定資産 44,437,863 ※ 地方債 14,716,654
事業用資産 17,204,399 長期未払金 34,050

土地 5,864,838 退職手当引当金 1,938,774
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 21,891,054 その他 -
建物減価償却累計額 △ 11,784,297 流動負債 1,588,724 ※

工作物 1,958,835 1年内償還予定地方債 1,460,342
工作物減価償却累計額 △ 908,704 未払金 17,267
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 -
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 95,496
航空機 - 預り金 15,620
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 18,278,203
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 182,673 固定資産等形成分 47,069,145

インフラ資産 27,022,325 ※ 余剰分（不足分） △ 17,901,148
土地 11,612,137
建物 86,722
建物減価償却累計額 △ 41,279
工作物 41,010,492
工作物減価償却累計額 △ 25,796,354
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 150,608

物品 648,823
物品減価償却累計額 △ 437,684

無形固定資産 20,514 ※

ソフトウェア 440
その他 20,073

投資その他の資産 1,757,550 ※

投資及び出資金 16,845
有価証券 -
出資金 16,845
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 183,902
長期貸付金 2,002
基金 1,577,439

減債基金 -
その他 1,577,439

その他 -
徴収不能引当金 △ 22,639

流動資産 1,230,273 ※

現金預金 304,936
未収金 26,124
短期貸付金 -
基金 853,219

財政調整基金 849,722
減債基金 3,497

棚卸資産 45,995
その他 -
徴収不能引当金 - 29,167,997

47,446,200 47,446,200

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



会計年度 ： H29

団体区分 ： 一般会計等

（単位：千円）

経常費用 8,724,984 ※

業務費用 5,105,419 ※

人件費 1,468,473
職員給与費 1,145,216
賞与等引当金繰入額 95,496
退職手当引当金繰入額 129,473
その他 98,288

物件費等 3,453,322
物件費 1,956,659
維持補修費 117,042
減価償却費 1,379,621
その他 -

その他の業務費用 183,623
支払利息 113,482
徴収不能引当金繰入額 12,295
その他 57,846

移転費用 3,619,565
補助金等 1,397,980
社会保障給付 812,704
他会計への繰出金 1,402,695
その他 6,186

経常収益 408,623 ※

使用料及び手数料 131,007
その他 277,615

純経常行政コスト △ 8,316,361
臨時損失 97,539 ※

災害復旧事業費 97,434
資産除売却損 104
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 54
資産売却益 54
その他 -

純行政コスト △ 8,413,847 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

行政コスト計算書
自　平成２９年４月１日　
至　平成３０年３月３１日

科目 金額



会計年度 ： H29

団体区分 ： 一般会計等

（単位：千円）

前年度末純資産残高 29,311,905 47,241,547 △ 17,929,642

純行政コスト（△） △ 8,413,847 △ 8,413,847

財源 8,191,990 8,191,990

税収等 6,365,535 6,365,535

国県等補助金 1,826,455 1,826,455

本年度差額 △ 221,856 ※ △ 221,856 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 250,492 ※ 250,492 ※

有形固定資産等の増加 1,831,032 △ 1,831,032

有形固定資産等の減少 △ 1,748,212 1,748,212

貸付金・基金等の増加 144,589 △ 144,589

貸付金・基金等の減少 △ 477,900 477,900

資産評価差額 - -

無償所管換等 78,125 78,125

その他 △ 177 △ 35 △ 142

本年度純資産変動額 △ 143,908 △ 172,402 28,494

本年度末純資産残高 29,167,997 47,069,145 △ 17,901,148

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

純資産変動計算書
自　平成２９年４月１日　
至　平成３０年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



会計年度 ： H29

団体区分 ： 一般会計等

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 7,199,743 ※

業務費用支出 3,580,178 ※

人件費支出 1,338,529
物件費等支出 2,070,613
支払利息支出 113,482
その他の支出 57,555

移転費用支出 3,619,565
補助金等支出 1,397,980
社会保障給付支出 812,704
他会計への繰出支出 1,402,695
その他の支出 6,186

業務収入 7,933,406 ※

税収等収入 6,360,062
国県等補助金収入 1,165,902
使用料及び手数料収入 129,864
その他の収入 277,577

臨時支出 97,434
災害復旧事業費支出 97,434
その他の支出 -

臨時収入 35,872
業務活動収支 672,100 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 1,759,182 ※

公共施設等整備費支出 1,460,142
基金積立金支出 299,039
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 1,264,420 ※

国県等補助金収入 624,681
基金取崩収入 635,787
貸付金元金回収収入 391
資産売却収入 3,562
その他の収入 -

投資活動収支 △ 494,762
【財務活動収支】

財務活動支出 1,544,989 ※

地方債償還支出 1,522,759
その他の支出 22,229

財務活動収入 1,333,200
地方債発行収入 1,333,200
その他の収入 -

財務活動収支 △ 211,789
△ 34,450 ※

323,766
289,316

前年度末歳計外現金残高 15,615
本年度歳計外現金増減額 4
本年度末歳計外現金残高 15,620 ※

本年度末現金預金残高 304,936

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

資金収支計算書
自　平成２９年４月１日　
至　平成３０年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額



《注記》 

 

１．重要な会計方針 

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

①有形固定資産･････････････････････････････・・取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･･･････・･再調達原価 

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの･･････････････取得原価 

取得原価が不明なもの････････････････････再調達原価 

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

②無形固定資産･･････････････････････････････・取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

取得原価が判明しているもの･･･････････････・･取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････・再調達原価 

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法 

①満期保有目的有価証券 

該当なし 

②満期保有目的以外の有価証券 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格（売却原価は移動平

均法により算定） 

イ 市場価格のないもの････････････････････・･取得原価（又は償却原価法（定額法）） 

③出資金 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格（売却原価は移動平

均法により算定） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除きます。）･･･････定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物   24 年～50 年 

工作物  10 年～50 年 

物品   ３年～20 年 

②無形固定資産（リース資産を除きます。）･･･････定額法 

③所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が 1 年以内のリース取引及びリ

ース契約 1 件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

・・･･････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 

  



（４）引当金の計上基準及び算定方法 

①投資損失引当金 

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が

著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上します。今回は計上していません。 

②徴収不能引当金 

未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収

不能見込額を計上します。今回は計上していません。 

長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討

し）、徴収不能見込額を計上しています。 

長期貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、

徴収不能見込額を計上しています。 

③退職手当引当金 

退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支

給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうちかつらぎ町へ按分される

額を加算した額を控除した額を計上しています。 

④損失補償等引当金 

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上します。今回は計上していません。 

⑤賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額に

ついて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

（５）リース取引の処理方法 

①ファイナンス・リース取引 

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が 1 年以内のリース取引及びリース料総額が

300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

・・・・・・・・・・・通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

イ ア以外のファイナンス・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

②オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

（６）資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んで

います。 

（７）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

①物品及びソフトウェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の場合に資産として

計上しています。 

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。 

  



②資本的支出と修繕費の区分基準 

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が 60 万円未満であるとき、又は固定資産の

取得価額等のおおむね 10％未満相当額以下であるときに修繕費として処理しています 

③会計間の相殺消去 

会計間の繰入繰出額及び債権債務額を相殺消去した金額で表示しています。 

２．重要な会計方針の変更等 

   該当なし 

 

３．重要な後発事象 

   該当なし 

 

４．偶発債務 

   該当なし 

 

５．追加情報 

（１）対象範囲等 

①一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

一般会計 

シビックセンター特別会計 

花園地域交流推進施設運営事業特別会計 

②地方自治法第 235 条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期

間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。 

③各項目の金額を千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合がありま

す。 

④地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況 

実質公債費比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ － 11.6 113.1 

⑤利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額 

該当なし 

⑥繰越事業に係る将来の支出予定額 

繰越明許費（一般会計）   678,137 千円 

⑦過年度修正等に関する事項 

該当なし 

（２）基準変更による影響額等 

①総務省改訂モデルから統一的な基準へ変更したことによる影響額等は次のとおりです。 

ア 財務書類の対象となる会計の変更 

  該当なし 

イ 有形固定資産の評価基準の変更等による主な影響額 

  該当なし 

 



②売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲」 

すべての普通財産（平成 30 年 3 月 31 日時点の簿価） 

土地   516,383 千円 

建物   139,625 千円 

③減価償却累計額 

事業用資産／建物       11,784,297 千円 

事業用資産／工作物       908,704 千円 

インフラ資産／建物         41,279 千円 

インフラ資産／工作物     25,796,354 千円 

物品                  437,684 千円 

④減債基金に係る積立不足の有無及び不足額 

減債基金に係る積立不足額・・・無 

⑤基金借入金（繰替運用）の内容 

年度内繰替運用総額 612,612 千円（財政調整基金・地域福祉資金） 

⑥地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含

まれることが見込まれる金額                   16,176,997 千円 

⑦将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素） 

標準財政規模                             5,780,140 千円 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額  1,104,166 千円 

将来負担額                              21,581,583 千円 

充当可能基金額                            1,949,990 千円 

特定財源見込額                            1,278,841 千円 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額     13,060,161 千円 

⑧地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額 

該当なし 

⑨管理者と所有者が異なる指定区間外の国道や指定区間の一級河川等及び表示登記が行われてい 

ない法定外公共物は次のとおりです。なお、当該資産は貸借対照表の資産に計上されません。 

該当なし 

⑩ＰＦＩ事業に係る資産 

該当なし 

（４）行政コスト計算書に係る事項 

該当なし 

 

 

（５）純資産変動計算書に係る事項 

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

①固定資産等形成分 

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。 

②余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 



（５）資金収支計算書に係る事項 

①基礎的財政収支            63,856 千円 

②既存の決算情報との関連性                                      （千円） 

 収入(歳入) 支出（歳出） 

歳入歳出決算書 10,863,556 10,559,453

財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額 27,108 41,895

資金収支計算書 10,890,664 10,601,348

地方自治法第 233 条第 1 項に基づく歳入歳出決算書は「一般会計」を対象範囲としているのに対

し、資金収支計算書は「一般会計等」を対象範囲としているため、歳入歳出決算書と資金収支計算書

はシビックセンター特別会計、花園地域交流推進施設運営事業特別会計の分だけ相違します。 

③資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳 

資金収支計算書 

業務活動収支               672,100 千円 

 投資活動収入の国県等補助金収入      624,681 千円 

 減価償却費              △1,379,621 千円 

 賞与等引当金繰入金            △95,496 千円 

 退職手当引当金増減額           △34,448 千円 

 徴収不能引当金繰入額           △12,295 千円 

 資産除売却益                 104 千円 

 資産除売却損                 △54 千円 

 その他の資産・負債の増減額          3,173 千円 

純資産変動計算書の本年度差額       △221,856 千円 

④一時借入金 

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。 

なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。 

一時借入金の限度額        1,530,000 千円 

一時借入金に係る利子額          －千円 

⑤重要な非資金取引 

重要な非資金取引は以下のとおりです。 

     新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額     15,000 千円 



【平成２９年度一般会計等財務書類の分析】 

 （単位：千円）

●主な指標 Ｈ29 

純資産 29,167,997

総資産 47,446,200

純資産比率（％）＝純資産÷総資産×１００ 61.5

地方債 16,176,996

有形固定資産 44,437,863

将来世代負担比率（％）＝地方債÷有形固定資産×１００ 36.4

減価償却累計額 38,968,318

土地 17,476,975

有形固定資産減価償却率（％）＝減価償却累計額÷ 

                   （有形固定遺産-土地等非償却資産+減価償却累計額）×１００ 
59.1

経常収益 408,623

経常費用 8,724,984

受益者負担比率（％）＝経常収益÷経常費用×１００ 4.7

純経常行政コスト 8,316,361

財源 8,191,990

行政コスト対財源比率（％）＝純経常行政コスト÷財源×１００ 94.0

資産合計 47,446,200

歳入総額 11,005,965

歳入額対資産比率（％）＝資産合計÷歳入総額 4.3

業務活動収支 672,100

臨財債発行可能額 293,021

将来負担額 21,581,583

充当可能基金残高 1,949,990

償還可能年数(年）＝（将来負担額－充当可能基金残高）÷ 

                             （業務収入等－業務支出） 
20.3

 

 

 



１．純資産比率（過去及び現世代負担比率）及び将来世代負担比率 

 これまでの過去及び現世代による負担と将来世代の負担の割合を見ることができま

す。今まで豊かな財源等があった場合で、地方債の発行を抑制してきたのであれば、

「純資産比率」が高く、「将来世代負担比率」が低くなります。また、逆に地方債によっ

て社会資本形成を継続的に行っていけば、「将来世代負担比率」が高く、「純資産比

率」は低くなります。多くの地方公共団体では、「純資産比率」は５０～９０％の間、将来

世代負担比率は１０～４０％の間と言われています。かつらぎ町は「純資産比率」 

６１．５％、「将来世代負担比率」３６．４％であり、全国平均でよいバランスといえますが、

やや将来世代負担比率が高い部類に属することから、地方債の発行により社会資本

形成を行ってきたことがわかります。 

 世代間の負担のあり方については、将来世代も公共資産を利用することからコストを

負担すべきとの考えがある一方で、過去の公共施設やインフラは老朽化が進み人口

減と税収入の大幅な増加が見込まれない中、将来世代の負担が大きくならないよう、

適正な配置と整備を行う必要があります。 

 

２．有形固定資産減価償却率 

 有形固定資産のうち、土地以外の建物などの償却資産の取得価格に対する減価償

却累計額の割合です。耐用年数と比べ、償却資産の取得時からどの程度経過してい

るか、地方公共団体の所有する資産の老朽化の進み具合を把握します。多くの地方

公共団体では、３５～５０％となっており、５０％以上になると、現在保有する建物や設

備の半分程度が帳簿上の価値を失っており、更新時期に留意する必要があるとされ

ています。 

 公共施設の老朽化は対策は全国的な問題となっており、かつらぎ町においても日本

の経済成長に伴い、昭和４０年代半ばから昭和５０年代にかけて多くの公共施設やイ

ンフラを建設・整備してきました。「有形固定資産減価償却率」５９．１％が示すとおり、

現在ではこれらの施設の老朽化が進行し、次々と更新の時期を迎えることから、維持

管理費に加え、改修や更新にかかるコストが必要になってきていることを、財政運営の

視野に入れる必要があると考えられます。 

 

３．受益者負担比率等 

 行政コスト計算書における経常収益は、使用料及び手数料など受益者負担の金額

を表します。経常収益の経常費用に対する割合を算定することで、受益者負担割合を

算定しています。多くの地方公共団体の一般会計等では、３～８％と考えらており、か

つらぎ町の「受益者負担比率等」４．７％は平均的な値ですが、長期的には税収の減

少が予想されるなかで、持続的に行政サービスを提供していくには、受益者の負担増

加も検討する必要があります。 



４．行政コスト対財源比率 

 純経常行政コストに対する財源の比率を見ることで、当年度の行政コストから受益者

負担分を控除した純経常行政コストに対して、どれだけが当年度の負担で賄われたか

がわかります。比率が１００％を下回っている場合は、翌年度以降へ引き継ぐ資産が蓄

積されたか、または翌年度以降の負担が軽減されたことを表します。逆に、比率が 

１００％を上回っている場合は、過去から蓄積した資産が取り崩されたか、または翌年

度以降の負担が増加したことを表し、経常的な行政運営に係る状況が、行政コスト対

財源比率が１００％を上回る状況とは、経常的な行政コストを税収入等（補助金・起債

等含む）では賄えない状況ということになります。かつらぎ町は「行政コスト対財源比率」

が９４．０％であり、平成２９年度は経常的な行政コストを当年度の負担で賄えたことに

なります。引き続き、過度に現世代の負担を超えた行政サービスを控え、今後の税収

等の減少や経常経費の増加による財源不足に備える必要があります。 

 

５．歳入額対資産比率 

 歳入総額に対する資産の比率を算定し、今まで形成されたストックである資産が何

年分の歳入規模に匹敵するかがわかります。多くの地方公共団体が３．０～７．０となっ

ており、かつらぎ町も４．３となっています。 

 

６．地方債の償還可能年数 

 地方債を経常的に確保できる資金（行政サービス提供に関する収支である業務活

動収支の黒字額）で返済した場合に、何年で返済できるかを表す指標で、借金の多

寡や債務返済能力を見ます。地方債残高が増加すると、地方債の償還可能年数が上

昇します。多くの地方公共団体では３～８年ほどと言われていますが、かつらぎ町は 

２０．３年となっており、返済額が全額交付税算入される臨時財政対策債の残高を控

除したとしても１６．２年であり、他の団体と比べて地方債残高が多く、地方債の負担が

重い状況になっているといえます。今後もかつらぎ西部公園整備や妙寺団地建替な

どの大規模事業による地方債の増加が予想されますが、過度な地方債残高とならな

いよう計画的に、世代間の負担の公平性に留意する必要があります。 


